
 

 

 

 

令和７年 第４回教育委員会会議録 
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甲州市教育委員会 

 

 

 



第４回教育委員会 会議録 

 

 日 時  令和７年４月１６日（水）（午前９時３０分から） 

 場 所  甲州市役所 第一会議室 

 

一 出席した委員は次のとおりである。 

  教  育  長   小 林 俊 彦     職 務 代 理   加 藤 幸 夫 

委     員   依 田 智 子     委     員   反 田 千 佳 

委     員   廣 瀬 文 武 

 

一 欠席した委員は次のとおりである。 

（なし） 

 

一 出席した者は次のとおりである。 

  教育総務課長   清 水   修     教育総務課Ｌ   丸 田 美津恵 

  教育総務課Ｌ   小 林 絵 美     生涯学習課長   小 林 好 彦 

  生涯学習課Ｌ   八 巻 一 也     指 導 主 事   金 森  淳  

指 導 主 事   堀 井 ますみ     教育総務課Ｌ   内 藤 智 子 

事 務 担 当   加賀爪 あ み 

   

一 欠席した者は次のとおりである。 

  （なし） 

 

一 会議に付された案件は次のとおりである。 

日程第１ 教育長諸般の報告について 

日程第２ 報告第３号 甲州市外国語指導助手住居家賃補助金交付要綱の一部を改正する告示について 

日程第３ 春季教育委員会学校訪問について 

 

  



教育長     ただいまから、第４回教育委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は５名で定数に達しております。本日の会議録署名委員に依田委員を指名い

たします。 

それでは、議事日程に基づき、これより日程に入ります。 

［日程第１］ 

教育長     日程第１ 教育長諸般の報告を行います。 

それでは、お手元にお配りしてあります、諸般の報告をご覧ください。 

本件についてご質問、ご意見等ございませんか。 

 

             「なし」の声 

         

以上で、教育長諸般の報告は終了いたします。 

［日程第２］ 

教育長     日程第２ 報告第３号 甲州市外国語指導助手住居家賃補助金交付要綱の一部を改正する

告示について、事務局から提案説明を求めます。 

教育総務課長  報告第３号 甲州市外国語指導助手住居家賃補助金交付要綱の一部を改正する告示につい

て、ご説明いたします。お手元の資料６枚目に、教育委員会要綱の概要を添付しております

ので、ご覧ください。 

まず、外国語指導助手につきましては、甲州市で雇用されている方が現在８名おります。そ

の方々の中で、民間のアパート等を借りられている方に関しましては、これまでもその家賃

の一部を助成してまいりました。今回要綱を改正させていただいて、家賃の定義を定め、正

確な金額を把握することができるようになりました。また、これまでは毎年４回に分けて精

算払いという形をとっており、家賃をお支払いいただいた後に精算という形で交付をさせて

いただいてきたのですが、概算払いの形で、あらかじめ年度当初に１年分の家賃補助金をお

渡しするというように、要綱の改正をさせていただいたところでございます。 

続いて、資料３枚目からの、要綱の本文に基づく改正された点についての説明に移ります。

改正後の第２条で改めて、「賃貸住宅」、「家賃」という用語の定義を定めさせていただい

ております。また、第４条につきまして、これまでは契約時に支払う敷金と礼金に関しまし

ても、補助金の交付をさせていただいてきたのですが、敷金というのは退去の際には戻って

くるというというようなものでございますので、敷金の補助に関しましては、今回から廃止

をさせていただきます。 

また、先ほど申し上げましたように、１年分の家賃の補助金を概算で４月当初にお渡しさせ

ていただく、概算払いという形を基準としているところではございますが、万が一年度の途

中で外国語指導助手がお辞めになるというような場合には、交付した補助金をお返しいただ

くというような制度として、改めて整備をさせていただきました。 

施行期日に関しましては、令和７年４月１日から施行をするという形で、令和７年度の最初

から、この要綱に基づいて支出をさせていただければと考えるところでございます。 

報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

教育長     はい。ただ今、教育総務課長から報告第３号について説明がございましたが、何か委員の皆

様方からご質問等ございますか。 

 

             「なし」の声 

 



教育長     ありがとうございます。報告第３号 甲州市外国語指導助手住居家賃補助金交付要綱の一部

を改正する告示については以上とし、次に移ります。 

［日程第３］ 

教育長     日程第３ 春季教育委員会学校訪問について事務局から説明をお願いします。 

教育総務課長  それでは、日程第３ 春季教育委員会学校訪問について説明をさせていただきます。資料を

ご覧ください。 

まず、目的は、児童生徒の学習の状況や、教職員の授業での指導の状況等をご観察いただく

こと、そして学校長、教頭、教務主任から本年度の学校経営方針、あるいはグランドデザイ

ンの具現化に向けての説明を聴取することでございます。所要時間に関しましては、塩山南

小学校、塩山中学校、勝沼中学校については２時間、他の学校については１時間３０分とし

て予定を組んでおります。実施日につきましては、５月１２日、１９日、２０日、２１日、

２６日、２７日の計６日間でございます。出席いたしますのは教育委員の皆様方、それから、

教育長以下、事務局のメンバーで、計１０人でございます。各学校の方に出向いていただい

て、授業参観等を行っていただき、そのあと全体会といたしまして、学校長からの経営方針

等の説明を受けるというような中身でございます。また、各校、各実施日には、各学校にお

いて、給食の方も用意させていただきますので、食事の終わったところで、給食の実費の徴

収をさせていただければというふうに考えております。また、こちらの日程でご都合が悪い

といった方がおりましたら、実施日の５日前までに事務局の方にご連絡をいただければと思

います。学校給食の用意の調整等がございますので、５日前までにご連絡をいただければと

思っております。 

資料２枚目が、訪問日程表でございます。 

以上となります。よろしくお願いいたします。 

教育長     教育総務課長から、春季教育委員会学校訪問についての説明がありました。委員の皆様から

何か質問等ございましたら、よろしくお願いします。 

 

             「なし」の声 

 

教育長     ありがとうございます。それでは、学校訪問については、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 

教育長     本日予定していた議事はすべて終了いたしました。ありがとうございました。 

次回 第５回定例教育委員会は、５月１３日午後１時３０分から、市民文化会館での開催と

なります。 

 

               「はい」の声 

 

教育長      それでは、次回 第５回定例教育委員会は、５月１３日午後１時３０分から開会予定といた

します。 

これをもちまして令和７年第４回定例教育委員会を閉会といたします。ありがとうございま

した。 

 


